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　今年度も、「介護予防でいつまでも元気高齢者に」を目標にいきいきサロンを開催します。５月中に地区
毎に回覧されますので、参加希望の方は申し込みください。

※変更する場合があります
平成２８年度６月の各地区開催日等

６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
　１月
　２月
　３月

年間計画など
遠足
ゲーム
絵画教室
芋煮会
運動会
健康教室
栄養講話
ゲーム
作品づくり

月　日
6 月　1 日（水）
6 月 14 日（火）
6 月 15 日（水）
6 月 16 日（木）
6 月 24 日（金）

時　間

9：30 ～ 11：30

対　象　地　区
衡中北

駒場・大森・奥田
衡中・衡中東・ときわ台・衡下

大瓜上・大瓜下・松原
衡上・蕨崎・衡東

場　所
五反田集会所
奥 田 集 会 所
衡 中 集 会 所
松 原 集 会 所
衡 上 集 会 所

■問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

期　間：６月～３月　月１回　年間１０回　
　　　　午前９時３０分～１１時３０分
　　　　（行事により延長することもあります）
　　　　※遠足のとき　午後３時３０分
　　　　※昼食があるとき午後０時３０分
対象者：概ね６５才以上の方　
場　所：地区集会所又は福祉センター
内　容：健康チェック（血圧・体重）
　　　　軽体操
　　　　月毎の行事　など
送　迎：地区毎に回覧で運行経路をお知らせします。
持ち物 :筆記用具、老眼鏡（使用している方）

年間行事内容（予定）

平成２８年度いきいきサロンについて平成２８年度いきいきサロンについて平成２８年度いきいきサロンについて平成２８年度いきいきサロンについて平成２８年度いきいきサロンについて
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５ 平成28年5月号　№605

　人権擁護委員は、全国の市町村の地域住民の中から法務大臣が委嘱した人権
について理解のある民間の人たちで、地域の身近な相談パートナーとして、人
権擁護のための活動を積極的に行っています。その活動の一つとして、人権擁
護委員法が施行された６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、毎年、全国的
に啓発活動を実施しています。
　村でも啓発活動の一環として、人権擁護委員４名の方による「人権相談所」
を開設しています。
　相談は無料・秘密厳守で、子どものいじめや体罰、ＤＶ 、震災に関する問題、
近隣・家庭間の問題、児童・高齢者への虐待、インターネット上での誹謗中傷
などについて人権擁護委員が相談をお受けします。
　「これは人権問題ではないだろうか？」「どこに相談すればいいのだろう」な
ど困ったことがあれば、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

６月１日は「人権擁護委員の日」です６月１日は「人権擁護委員の日」です６月１日は「人権擁護委員の日」です

　人権擁護委員と
して、中川さき子
さん（大瓜下）が
４月１日付けで法
務大臣より委嘱さ
れました。

人権擁護委員に
中川さき子さん

◇特設人権相談開設日　　
　日時　６月１日（水）
　　　　午前９時～午後３時
　場所　平林会館１階　料理講習室

◇人権擁護委員（敬省略）　　
　熊　谷　喜久雄（衡　中）
　早　坂　たみゑ（衡　上）
　千　葉　良　　　（大瓜下）
　中　川　さき子（大瓜下）

◇特別弔慰金の趣旨
　戦後７０周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思い
をいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）
を支給するものです。
　第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年５万円に
増額するとともに、５年ごとに国債を交付することとしています。

◇支給対象者
　　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成２７年４月１日（基準日）において、「恩給法によ
　る公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等
　の妻や父母等）がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
　　　１．平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を　
　　　　　取得した方
　　　２．戦没者等の子
　　　３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹 
　　　　　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどう
　　　　　　かにより、順番が入れ替わります。
　　　４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　　　　　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。

◇支給内容　額面２５万円、５年償還の記名国債

◇請求期間　４月１日～平成３０年４月２日
　　　　　　※請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、
　　　　　　　ご注意ください。

◇請求窓口　健康福祉課

第十回特別弔慰金が支給されます第十回特別弔慰金が支給されます戦没者等の戦没者等の
ご遺族の皆様へご遺族の皆様へ 第十回特別弔慰金が支給されます戦没者等の
ご遺族の皆様へ

■問い合わせ先
　健康福祉課　☎３４５－０２５３


